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１．１．１．１．応募応募応募応募方法方法方法方法    

別紙「平成 22 年度日本歯科医学会プロジェクト研究費申請書」に必要事

項をご記入の上、本学会事務局へ送付してください。 

本プロジェクト研究は、日本歯科医学会があらかじめ決めたテーマに対し

て、専門分科会および認定分科会として申請するものです。応募テーマに対

し、各学会から申請する研究内容は、その学会が担当できる領域とします。 

なお、同一テーマへ複数学会から応募があった場合、各学会の研究分担内

容を日本歯科医学会で選択することがあります。 

 

※申請書の記入にあたっては次の点にご留意ください。 

＜記入項目2：研究代表者について＞ 

  研究代表者は、応募された学会の代表者である必要はありませんが、申請

した研究内容を統括できる立場の方にしてください。 

 ＜記入項目3：研究題名について＞ 

  研究題名（内容）は、応募テーマ中で分担できる内容（サブテーマ）を記

入してください。 

 ＜記入項目4：研究グループについて＞ 

  研究グループは、複数研究機関での共同研究が望まれます。 

 

※ 応募用紙は、日本歯科医学会HP（http://www.jads.jp/）に掲載してありますので 

ダウンロードしてご活用ください。 

 

 

２．２．２．２．応募応募応募応募締切日締切日締切日締切日    

   平成 22年 5月 17日（月） 

 

 

３．提出先・連絡先３．提出先・連絡先３．提出先・連絡先３．提出先・連絡先    

   〒102-0073 

千代田区九段北4-1-20 日本歯科医師会内 

日本歯科医学会事務局 （担当：藤本） 

     TEL 03-3262-9214 / FAX 03-3262-9885 

     E-mail:jda-jads@jda.or.jp 



４．選考結果４．選考結果４．選考結果４．選考結果の通知についての通知についての通知についての通知について    

選考結果は平成 22年 6月 30日（水）までに、応募いただいた各学会へご

連絡いたします。 

なお、選考の結果、採用となった研究の研究代表者及び分担者等には、研

究分担内容および研究費額をお知らせし、研究を遂行する上での諸条件等に

関する説明会をテーマごとに開催する予定です。 

本説明会の開催にあたり旅費等の支弁はありませんので、あらかじめご了

承ください。



採用採用採用採用後の条件後の条件後の条件後の条件 

    

    

１１１１．中間報告書．中間報告書．中間報告書．中間報告書の提出についての提出についての提出についての提出について（様式（様式（様式（様式 1111））））    

研究期間が複数年度に亘る研究の場合は、平成 23年 3月 31日までに所定

の様式によって進捗状況の中間報告書を提出してください。 

 

 

２２２２．総括成果報告書．総括成果報告書．総括成果報告書．総括成果報告書の提出についての提出についての提出についての提出について（様式（様式（様式（様式 2222））））    

   所定の様式により、研究成果の総まとめを総括成果報告書として、平成

24年 4月 30日までに提出してください。 

ただし、平成 22 年度のみの研究計画の場合は、平成 23 年 4 月 30 日まで

の提出となります。 

 

 

３３３３．収支報告書．収支報告書．収支報告書．収支報告書の提出についての提出についての提出についての提出について（様式（様式（様式（様式 3333））））    

研究経費に関する収支報告書は、総括成果報告書と併せて所定の様式によ

って提出していただきます。 

なお、研究費は申請分科会へ納付いたしますので、各分科会が責任を持っ

て管理・運用をして下さい。 

 

 

４４４４．．．．研究成果の公表研究成果の公表研究成果の公表研究成果の公表    

   最終的な研究成果は「日本歯科医学会誌」（平成25年 3月号）への掲載を

予定しております。研究代表者にはあらためて原稿依頼をいたしますのでよ

ろしくお願いします。 

 

 

５５５５．研究成果の学会発表、他誌掲載等．研究成果の学会発表、他誌掲載等．研究成果の学会発表、他誌掲載等．研究成果の学会発表、他誌掲載等をする際の留意点をする際の留意点をする際の留意点をする際の留意点    

   研究成果を学会で発表する、あるいは他誌へ掲載する等の場合、本学会の

研究事業である旨、明示することを必要とします。 


